（広域化・共同化）ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託業務
東郷町公共下水道外１
仕様書
第１　総則
１－１　業務の目的（東郷町）
東郷町（以下「発注者」という。）の下水道事業を取り巻く状況は、将来的に施設の老朽化に伴う
維持管理費並びに更新事業費の増大及び技術職員の減少並びに人口の減少による収入減少に伴うサ
ービス水準の低下が想定される。また、土木技術職員年齢層の極端な偏り及び機械並びに電気の技術
職員を採用していないことから、より顕著に技術職員不足の影響が発生すると考えられる。
本委託業務（以下「業務」という。）は、これらの課題及び本業務で洗い出す課題を改善し、安定
した下水道サービスを確保するために、発注者が管理する公共下水道について、ウォーターＰＰＰ
（包括的民間委託レベル3.5）による民間活力の導入手法を検討し、その効果及び創出される付加価
値について整理することを目的とする。また、発注者がウォーターＰＰＰを導入するに当たり客観的
な情報に基づいた説明ができるよう準備することを目的とする。
１－２　業務の目的（豊明市）
　　　　豊明市公共下水道事業の下水道施設（管路施設（汚水・雨水）・マンホールポンプ等）におけるウ
ォーターＰＰＰをはじめとするＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に向けて、下水道施設の現状と課題の整
理を行うと共に対象業務・対象施設の事業手法等の検討、民間事業者へのマーケットサウンディング
調査の実施支援を行い、最適な事業スキームを決定することを目的とする。
１－３　両市町統一の目的
　　　　発注者及び豊明市がそれぞれ抱える課題等に対して作成した各スキームを広域化・共同化して実
施する場合の導入可能性を最終的な成果として取りまとめることを目的とする。
１－４　疑義の解決
　　　　本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者及び受注者又は豊明市及び受注者が
協議の上、その都度決定するものとする。
１－５　提出書類
　　　　受注者は、業務の着手及び完了に当たり発注者の契約約款に定めるもののほか、以下の書類を提出
するものとする。
⑴　工程表　⑵　監理技術者等届　⑶　職務分担表　⑷　業務計画書　⑸　完了届　⑹　納品書　
⑺　委託業務料請求書　⑻　第４　成果品で定める成果品一式
１－６　費用の負担
　　　　業務の検査等に必要な費用は、本仕様書に未記載のものも含め原則として受注者の負担とする。
１－７　業務実績情報（テクリス）
　　　　受注者は、契約時、完了時及び変更時において、業務実績情報システム（テクリス）上で、受注、
変更、完了及び訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから
発注者にメール送信し、発注者の確認を受けた上で登録機関に登録申請しなければならない。なお、
受注時は、契約締結後15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は、変更があった日から15
日（休日等を除く）以内に、完了時は、業務完了後15日（休日等を除く）以内に、訂正時は、適宜
行うものとする。登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者としなければならない。
１－８　秘密の保持
受注者は、本業務の実施により知り得た発注者及び豊明市の秘密を第三者に漏らしてはならない。
１－９　転用の禁止
受注者は、本業務で得た情報を発注者及び豊明市の承諾なく第三者に公表してはならない。
１－10　検査及び完了
本業務の完了は、成果品を発注者が検査し、合格と認められ引き渡した時とする。なお、完了後で
あっても受注者の帰責事由については、受注者が速やかに対応し履行責任を果たすものとする。
１－11　成果品の帰属
本業務における成果品の所有権、著作権及び利用権は、発注者及び豊明市に帰属する。
１－12　公益確保の責務
　受注者は、公共の福祉を害しないよう努めるものとする。
１－13　工程管理
　　　　受注者は、工程を変更する場合、速やかに変更工程表を提出し、発注者の承認を受けるものとする。
１－14　参考資料の貸与
　　　　発注者及び豊明市は、受注者の借用書提出と引き換えに必要な資料を貸与する。
１－15　参考文献等の明記
　　　　文献その他の資料を引用した場合は、その出典元を明記するものとする。
１－16　証明書の交付
　　　　必要な証明書等は、受注者の申請による。
１－17　技術者等の配置
　受注者は、本業務の特質を考慮し下水道事業の官民連携に関する専門的知識及び経験を有する技
術者を以下のとおり定め、秩序正しく本業務を実施するものとする。
　　　⑴　管理技術者
　　　　　過去10年間に国又は地方公共団体が発注する下水道事業における官民連携事業に関する業務を
元請けの技術者として従事した経験を有し、かつ直接雇用している者を本業務の管理及び統括等
を行う責任者として配置するものとする。
　　　⑵　照査技術者
　　　　　過去10年間に国又は地方公共団体が発注する下水道事業における官民連携事業に関する業務を
元請けの技術者として従事した経験を有し、かつ直接雇用している者を成果物の内容について技
術上の照査担当として配置するものとする。
　　　⑶　担当技術者
　　　　　必要な知識及び技術を有し、かつ直接雇用している者を主担当として配置するものとする。
　　　⑷　管理技術者、照査技術者及び担当技術者は、相互に兼任できない。
　　　⑸　受注者は、適切なⅤＦＭ検討結果を得るため、検討結果について公認会計士有資格者のチェック
を受け、その議事録を成果品として提出しなければならない。
　　　⑹　受注者は、本業務を円滑に遂行できるよう、官民連携事業に関する業務経験を有する技術士（上
下水道部門）の有資格者を１人以上配置しなければならない。
１－18　その他
　　　　受注者は、本業務の意図及び目的を十分に理解した上で業務を行うものとする。また、受注者及び
発注者又は受注者及び豊明市は、相互に円滑な履行に努めるものとする。
１－19　広域化・共同化としての留意点
⑴　提出書類及び成果品
　　発注者名を明記する場合は、提出先の自治体名を記載するものとする。
⑵　協議及び打合せ
　　受注者は、本業務の円滑な進捗を確保するため、発注者の監督員等又は豊明市の担当者等と協議
及び打合せするものとする。なお、両市町が関係する内容の協議及び打合せは、三者で行うものと
する。
第２　業務内容
２－１　一般的事項
　受注者は、発注者及び豊明市の考え方を確認・把握し、ウォーターＰＰＰに関する経営、財務、技
術的分野等に関する国内外の専門的知見及び受注者の経験に基づく支援を行うものとする。
２－２　留意事項
　　　⑴　本業務は、十分に協議及び打合せの上、施行するものとする。
　　　⑵　管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。
　　　⑶　打合せの際に議事録をとり、内容を明確に作成して発注者又は豊明市に提出するものとする。
２－３　官民連携に関する構想の詳細検討
　　　⑴　概要
受注者は、下水道施設、財政、組織体制、民間委託等の状況を把握し、将来にわたる安定的な下
水道事業運営を実現するため想定される課題を整理するものとする。その課題を考慮してウォー
ターＰＰＰの導入に向けた論点を整理する。
　　　⑵　前提条件
　　　　ア　ウォーターＰＰＰの契約期間
　　　　　　導入するウォーターＰＰＰの契約期間は、10年間とする。
　　　　イ　ウォーターＰＰＰの発注方式
　　　　　　発注者及び豊明市が作成した第２期ストックマネジメント計画が令和６年度から令和１０年
度までの計画期間であることから、その期間中は、同計画に基づく仕様発注とし、令和１１年度
から性能発注へ移行する。
　　　⑶　レベル3.5に関する構想の検討
ウォーターＰＰＰ受託事業者に求める組織形態や想定されるリスク分担等の必要な構想につい
て、以下の２項目及び⑵のア並びにイと合わせた４項目をすべて充足するよう検討する。
　　　　ア　維持管理と更新の一体マネジメント
　　　　　　民間事業者が維持管理と更新を一体的に実施する「更新実施型」又は発注者及び豊明市が更新
を行い、その支援を民間事業者が行う「更新支援型」のどちらの方式を採用するか、本業務のＶ
ＦＭにより検討する。また、その検討結果に基づき、民間事業者に委託する業務範囲について検
討する。
　　　　イ　プロフィットシェア
　　　　　　民間事業者の創意工夫、効率化及び付加価値向上によるライフサイクルコストの縮減を促進
するために官民での縮減額分配率を設定し、プロフィットシェアを導入する。
　　　⑷　その他
　　　　　ウォーターＰＰＰ導入後においても、発注者及び豊明市は、緊急対応及びモニタリング等を行う
必要があることから、発注者及び豊明市が保持及び継承すべき技術を整理し、構想へ反映させる。
２－４　財政効果の検討
　　　　受注者は、発注者及び豊明市における従来の直営による下水道事業実施での概算事業費とウォー
ターＰＰＰ（レベル3.5）で実施した場合において必要となる事業費を比較し、必要性ではなく効率
性に着目することに留意してＶＦＭを検討する。
２－５　民間企業の意向調査
　　　⑴　ヒアリング準備
　　　　　ヒアリングの方法、対象事業者の選定、内容（質問項目）及びスケジュール等を受注者が発注者
及び豊明市へ提案し、協議の上、決定する。なお、ウォーターＰＰＰが影響する地元企業は、必ず
対象とすること。なお、地元企業とは、行政区画内に本社又は営業所を置く企業とする。
　　　⑵　ヒアリング実施
　　　　　受注者は、⑴で決定したことに基づき事業者へヒアリングし、その結果を事業者の参入意欲向上
に向け構想へ反映させる。
２－６　報告書の作成
　　　　更新支援型及び更新実施型の仕組みの違い並びにメリットデメリットを整理した上で２－３から
２－５までのことについて報告書を作成する。
２－７　打合せ協議
　　　　受注者は、本業務に必要な状況把握及び各部門の担当者協議のため、適宜打合せ協議を実施するも
のとする。なお、実施回数は、初回、中間及び報告書提出時の３回を基本とする。
２－８　業務の対象施設
　　　　発注者及び豊明市管理の下水道施設を対象とし、以下のとおりとする。
　　　⑴　東郷町
　　　　ア　下水道管路施設　　汚水　管路延長 L=165.4km　事業計画区域 A=544.5ha
      　イ　ポンプ場施設
　　　　　(ア)　部田山汚水中継ポンプ場　N=１箇所
　　　　　(イ)　マンホールポンプ場　　　N=４箇所
　　　⑵　豊明市
　　　　ア　下水道管路施設　　汚水　管路延長 L=251.0km　事業計画区域 A=841.0ha
　　　　　　　　　　　　　　　雨水　管路延長 L=18.0km　 事業計画区域 A=729.0ha
　　　　イ　マンホールポンプ場　　　　N=37箇所
第３　照査
３－１　照査の目的
　　　　受注者は、技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより質の高い成果を確保し
なければならない。また、照査を実施し、成果品に誤りがないよう努めなければならない。
３－２　照査事項
　　　　受注者は、ウォーターＰＰＰの制度内容及び本業務の位置付けを十分に理解し、少なくとも以下に
示す事項について照査を実施しなければならない。
　　　⑴　業務スケジュールの妥当性
　　　⑵　現状整理方法の妥当性
　　　⑶　事業者ヒアリング内容等の妥当性
　　　⑷　方針検討により整理される導入案の妥当性
　　　⑸　検討内容とウォーターＰＰＰの制度内容及び諸法令との整合性
第４　成果品
　　　２－６に基づき報告書を作成し、成果品を以下の部数で発注者及び豊明市それぞれに提出すること。
　　１　報告書
　　　⑴　ウォーターＰＰＰ導入可能性調査結果説明書　　A4製本版３部
　　　⑵　ウォーターＰＰＰ導入可能性調査結果概要版　　A4製本版３部
　　２　その他関係図書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
　　３　打合せ議事録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
　　４　電子成果品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
第５　参考図書
　　　本業務は、以下に示す最新版図書を参考にして行うものとする。なお、他の図書を参考にする場合は、
あらかじめ発注者又は豊明市の承認を得なければならない。
１　下水道事業の手引（株式会社日本水道新聞社）
２　下水道計画の手引き（一般社団法人全国建設研修センター）
３　持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル（国土交通省、農林水産省、
環境省）
　　４　流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（国土交通省）
　　５　下水道施設計画・設計指針と解説（公益社団法人日本下水道協会）
　　６　下水道維持管理指針（公益社団法人日本下水道協会）
　　７　小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説（公益社団法人日本下水道協会）
　　８　下水道事業コスト構造改善プログラム（国土交通省）
　　９　下水道事業における費用効果分析マニュアル（国土交通省）
　　10　公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省）
　　11　バイオソリッド利活用基本計画（下水道汚泥処理総合計画）策定マニュアル（公益社団法人日本下
水道協会）
　　12　下水道収支分析モデルの作成について（公益社団法人日本下水道協会）
　　13　下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（国土交通省）
　　14　ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン（内閣府）
　　15　ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン（内閣府）
　　16　ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（内閣府）
　　17　ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン（内閣府）
　　18　契約に関するガイドライン―ＰＦＩ事業契約における留意事項について―（内閣府）
　　19　モニタリングに関するガイドライン（内閣府）
　　20　公共施設等運営権及び公共施設と運営事業に関するガイドライン（内閣府）
　　21　ウォーターＰＰＰ導入検討の進め方について（国土交通省）
　　22　下水道事業におけるＰＰＰ/ＰＦＩ手法選択のためのガイドライン（国土交通省）
　　23　性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン（国土交通省）
　　24　下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン（国土交通省）
　　25　下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン（国土交通省）
　　26　下水道分野におけるウォーターＰＰＰガイドライン（国土交通省）
[bookmark: _Hlk181949441]　　26　東郷町流域関連公共下水道事業基本計画書
　　27　境川流域関連東郷町公共下水道事業計画書
　　28　東郷町公共下水道　ストックマネジメント計画（第２期）
　　29　東郷町下水道事業経営戦略（町ホームページで全文を公開している。）
　　30　豊明市流域関連公共下水道　基本計画
　　31　境川流域関連豊明市公共下水道　事業計画
　　32　豊明市公共下水道　ストックマネジメント計画（第２期）
　　33　豊明市下水道事業経営戦略（市ホームページで全文を公開している。）
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